
保育園の慣らし保育の期間について 

提 案 

保育園の慣らし保育の期間について提案、ご質問です。 
近隣市町村の松江市や出雲市は慣らし保育の期間（子供が保育園に入所し母親の復帰日までの猶予期間）が 1 ヶ月以内として
いる所がほとんどですが、なぜ雲南市は 2 週間以内と設定されているのでしょうか。ご存知と思いますが、保育園入所して程
なくして風邪をもらい保育園に行けず、実際は慣らし保育が１週間程度になる子がほとんどかと思います。私も実際職場復帰
して早々子供の迎えの連絡での早退や、熱発で職場を休まざるおえない状況になりました。母親が安心して働ける環境作りの
ためにも、ぜひ猶予期間を 1 ヶ月へ伸ばして頂きたいと思います。ご検討宜しくお願い致します。 

回 答 

 
育児休業中はご家庭で保育ができるため、原則、保育所の利用ができませんが、復職することを前提とした場合は育児休業中の
保育所利用が可能となっています。 
育児休業から復職までの保育所入所期間については、法令等の規定はなく市町村ごとの判断となりますが、国の通知において、
慣らし保育期間の１〜２週間の間においては育児休業であっても保育所を利用することができるとしていることから、雲南市で
はそれに基づき復職の２週間前から入所可能とし、慣らし保育を行っています。 
近隣の松江市や出雲市も基本的に慣らし保育の期間は２週間程度と考えておられますが、入所日を基本月初めの１日としている
ことから、育休復帰の前月または当月の１日から入所が可能となっています。 
いただきましたご意見を基に雲南市においても育児休業から復職までの保育期間について検討をさせていただきます。 

 
（ 回答部署 こども政策局こども政策課 ） 

 

 


